
 

                    

 

 

 

 

 

島根県立大学と島根県教育委員会との包括的連携に関する協定締結について 

                               

公立大学法人島根県立大学と島根県教育委員会とは、県立高等学校と大学との連携及び協

力（高大連携）をはじめ、教育分野で相互に連携協力する事項について、次のとおり協定を

締結することとしました。その概要は下記のとおりです。 

 

記 

１．連携協力事項 

（１）カリキュラム開発に関すること 

（２）キャリア教育及び課題解決型学習の推進に関すること 

（３）前号の成果を活かした高大接続システム（大学入試等）の検討に関すること  

（４）大学の特色ある教育研究に触れる機会の高校生への提供に関すること 

（５）高校の教職員及び教育魅力化コーディネーターの育成に関すること 

（６）大学の教職課程に関すること 

（７）その他大学と委員会が必要と認める事項に関すること 

 

２．協定の期間 

  協定締結の日（平成３１年３月４日）から平成３４（２０２２）年３月３１日まで 

 

３．協定の締結式 

  日 時：平成３１年３月４日（月） １０：４０～  

  場 所：島根県立大学浜田キャンパス 交流センター１階 研修室 

  出席者：島根県立大学 清原正義理事長・学長 

島根県教育委員会 新田英夫教育長  他 

平成 31 年 2 月 27 日 

公立大学法人島根県立大学 

担当：事務局次長 中澤 

TEL：0855-24-2282 


